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亙　はじめに

　ダ地域∫と薦i矯難題がいかに係わ吟あうか，ま

た地方自治体が雇罵霧題にいかに係わ隣あうべき

かという開題は，雇鰯講題が特に産業（業種〉の

勤1嚢1に左巻されるという樵路から，それ警棒とし

て論ぜられることは多くない．

　しかし，地域醗発，特に企業誘致政策において

は，雇馬絹発がその露玉とされていることが多く，

雇絹開題は地域麗発の積擁的住疑説得材料であっ

たことは否めない．しかし．特に東麓において鐵

稼ぎ解溝策としても推進されてきた金業誘致が，

各磨治体の工場醤地造成を含めた巨額の投資・優

遇施策にもかかわらず，地域の産業壷びに銚労諸

贈屡の生活にいかなる影響をもたらしたか，必ず

しもバラ色一色ではなかったといえよう玉〉．さら

に，企業誘致等に基づく　「企業城下町」の形成舞，

城主たる特定業種・企業の撤退が，「地域経済シ

ボ地綾労鱗露場まの崩壊へと帰結する条件の形成

をも意醸した、それは，企業誘致する以麟の置麹

蓮灘をも麟壊しうる。金業誘致を箋に，健麟の鐘

域経済・労縁露場は，誘致企業中心に縫羅的に再

纏綾され，すでに騰壊していることが少なくない

からである．

　欝78年の罫特定不混地域離職者臨時捲置法まの

麟定は，不溌業種の撤邊がもたらす魑域的繰壊に

蝿する一定の対“応であった。さらに欝87年量こ麟定

されたr地域雇稽麗発等促進法まは，健来の地域

雇欝薄策の整遷をしているとともに，従来の「不

溌業種≦薄葉を補完する地域雇絹短策から，不溌

業種から鰐織された一般的な地域蓬驚薄策へと，

新たな政策展麗を求めている．ここに，雇驚騰題

における　ヂ地域性まの難題が，新たな形態でクロ

ーズアップされていると考えられる。改めて，

「地域と雇融の縫係が講ぜられるべき状溌と思

われる。
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　本稿では，主に，欝簸梁塩釜毒の東北造船の

「解散蓬開題を異体的に紹介しつつ，その労働法

的難題，逆びに地域との係わりを検討し，それを

戦後の雇驚立法1こおける地域雇灘対策の展擬の率

で捉え直して，地綾羅罵婦策の課題を模索しよう

とするものである．特に，薩購問題において，

「地域葺がいかに位置付けら轟てきたのか，また

位置付けられるべきかの検討は，r地域と雇濡」

総懸醗究への一つの手がか鯵たりえよう．

難　誘致企業と労饒幾題については，東北在住の

　労縫法績究者との其購講究を行ない．実態と雛

　題意を揖撫してきた。麟編章棄誌地方にお謬る

　誘致企業轡　歓繰祭の機総轄皆」び月手軽労委労

　蕩ま2§8号i5頁〉，購「歓難羅董こお謬る誘致企業

　一分騰麹題の綬鶏から蓬（嶽鑓法律学」3秀27蔑〉，

　講「東靴の誘致企業と労働靉靆圭げ法の科学窪

　6｛｝ig3翼》，1溝ボ瞬発と羅琴暮羅題」　（罫験葦暴の科等色

　考ま2号2馨頁〉，講ダ今講の地方欝治一企業誘致

　鴛敬をめぐる難題ま（ゼあきた膏年広灘3警弩・塾頁〉

　を参黙されたい．

翼　東北造艦事件の労働法的灘面

　欝88年7鰐灘，鱗台地裁は，策詫造船事紳にお

いて，解雇された7名の労麟者の地位保全等仮縫

分率講を劫下した。

　本事件は，詳しく後透するように，会縫解散に伴

う解雇に臠し，被解雇者らが，上記会桂解散後，そ

の業務の…部を受け継ぐ形で会桂が設立されてお

参．解散は偽装解数というべきである，したがって

解雇は整理解雇というべきであ軽，その整遅解雇は

権稀濫駕として無鶴であると主張したものである．

　本件は，解散に伴う解雇の法的熱力の鷺題獺韓

という，嚢…来の一般的法律1撰題の建里長という形態

をと瞬ながら，なお講究されるべき新しい内容を

含んでいる。それは，本緯解散が，わが睡造船業

界の購造的不浸に対’越するためなされた，過乗彗設

備凝減等を含む「海運造船審議会まの答申を受け

て麟定された，郵欝定船舶製造業臨時措置法達（臨

時捲麗法〉に基づいてなされている点である．ま

た，その趨滅方法が，各グループ器％潔減という

行政類導の申で，霧会縫馨本鋼管を含むグループ

の灘減率解溺の…つとして・解散がなされている

点である。被解雇労働者らが，この解散を蕪本鋼

管の合理化と盤置替けて鍵訴していることは，か

かる事実の反駿である。　しかし，鱗台地裁の決定

は，こうした現代の合理化の実態，羅家と独巻資

本の提携による中小企業の整理を含む合謹紀とい

う本質に駿を伏せて，白露競争下での形式的な会

縫解散嚢虫の法遅の枠内で麺蓬をしている。

　以峯では，主に裁判資料を手がか鱗ことして，

東詑造船事件を紹介して，まず労働法的綴面から

の換討を行う。

　なお，本事稗は．雛台簸裁での，①東詑造船を

縫務春とする．至二記飯越分事件（懲88年7肩類決定），

②賛本鋼管と東麓造船を被告とした雇罵幾係存在

確認等請求事件（婚88年憩鴛嬢提訴・未決建），

③新金被である棄詫ドック鉄工を被欝とした雇灘

関係存在確認等請求事件（講ま二）．ならびに，宮

城地労委に帰する，本簿被解雇者が焼入している

宮城一般労維による，＠上記三祇を被申立人とす

る，解雇を不無益取り搬いとし現職復帰等を求め

る事件（未決建），⑤馨本鋼管を被申立人とする

懸交掘沓事件（未決建）によって，購成される．

本稿では，號に決定がなされた①の事件を中心に

紹介・検討するが，飽の事件の資料も参蒸したい

（絶し，未決定のため，本稿を脱稿した欝89年鐙

月2紹舞在において入手しえたものに畷足したこ

とをお簸わりしておく）。

董、東北遠離「解散」と新会社の設立

　東麓造船株式金被は，欝87年4肩爆の取締役会

で，新造船の受注状浅と今後の昆通し，船懸の著

しい抵落類病等からみて造船不溌は長蟻化する公

算大であ鯵．｛責務超邊の原鐸も新造離離霧にある

ので，新造船事業を継続すれば…縷添字が塔大し，

また「臨時措置法達の耕琴妻も璽能となったこと等

を運崩に新造船部覇の撤退を決議するに至吟，労

使交渉にも入った。しかし，その後当初生き残蓉

を霞毒した修繕船及び陸、蓋二鉄購翻糊だけでは事業

継続が極めて露難であり，この両部野璽ま新会縫の

設立によって行うのでなけれ、ば，窺会縫である嚢
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本鋪管の支援も受けられない見通しのためいずれ

倒産隷避け難く．「臨時捲置法葺による搭遷を受

けられる時期に会縫を解徴し退職金の支払や負績

の整理を行う方が会縫経営上得策であるとの判籔

に至った。そこで5肩鴛舞の取締役会において，7月

末をもって事業廃止，8月末をもって会娃解散・鍵

業員全員退職とする旨決議して，鯉合及び縫業員

各懲に提示した．しかし結果的には，9月2羅以降

事業を廃箆し，盤月灘の株主総会で解散を淡議．

属籍その旨登記がなされている．解散決議が当初

よ彗遅れた選曲は，総合との懸体交渉の遅れと，

ギ臨時措置法」に基づく政府の墓本方舞の策定が

遅れ『安定協会涯（特定船舶製造業安定事業協会／

に蝿する売隷交渉が遅れたこととされている（解歎

が先行して清算法人となってしまうと買取対象とし

ての適格牲に問題が生ずることも考慮したとい勢．

　東北造船の罫解散まは，特殊一企業の採算の問

題というよ鯵，造船業舞全体の動海に基づくもの

であ蓼，この時鶏の，造船業合遷化の内容をまず

考察する必要がある．直接的には，欝86年のヂ海

造審」の答申である。

　　紛　海造審答申

　運輸大艶の諮緯機縫である海造審（罫海運造船

合蓬髪審議会3）は，姫86年6擦25韓，ギ今後の造

船業の経営安定建と活性化の方策についてまと題

する答申を提織した．東誌造船のヂ解散∫は，こ

の答申具体化の一つとして実行されるが，海造審

は．欝78年7月にも新今後の造船業の経営安定化

方策について」と題する答申を鍵離している。

　麟　欝78年答串

　この78年答串の内容等の分辮は，村．赴雅簾氏の

一連の藩究2｝でなされているが，現有設備能力の

35％程痩を醗減すること，予想される工事量の落

込みに備えて操業を窺麟すること，さらに，需要

のかさ．紅げを行うため，蟹内船の建造と官公庁船

の発注促進などの麟策が遊べられていた。簿78年

8鰐に特定船舶製造業は，扇年5鴛に公奮されてい

た薪特定不混産業安定臨縛据置法ま（特安法／の

不溌業種に指定され，運輸省の指導の下に，造船

工業雰は設備越蓬を欝8§年3舞3婚までに完了し

た。簿79年8月余らは，それまで大疑勧告でなさ

れてきた操業燦鋼を，独善禁鑑法による造船不溌

カルテルに移行させている．上記特安法の適稽業

種であることは．各種の致癒麓策（主として雇絹

関係の施策／の、懸典を受ける得ることを意映した

　（法欝条2項「講は，讐定不溌産業に羅する事業

者であって夷該特定不溌産業に臠する安定基本誕

薩に定めるところに縫って設備の簸礫その勉の措

置を行うものの雇駕する労働者について，失業の

予紡その飽雇稽の安定を図るため必要な措置を講

ずるよう努めるものとする．」講3項囑及び都道

雇渠は．蕪項に競走する事業者に雇濡されていた

労働者について，職業調練の実施，就職のあっせ

んその縫の者の職業及び生活の安定に資するため

必要な措置を講ずるよう努めるものとする．嘘等）。

　特安法に基づき，保有設備の35％を馨擦とする

設備麺礫が行われたぶ，特安法華ま縛鰻立法（欝83

年6月3§舞までに廃詮／であったので，露毅年末

ころから．基礎素材産業嬉策を中心にポスト特安

法（新特安法／の立法議論が展絹されてくる．こ

れに響応して，造船業界がポスト特安法の適溺を

受けるべき否か，政府畏び業界で活発な議講が展

醗されるが，その背景1こは，新造船受渡渉82年に

入って悪化し，再び不渇感が強まったこと，供給

力（設備・雇壌／の過覇感が依然として籔強いこ

と，構造改善のための法的裏付け潜必要なことと

もに，新特安法の適灘業種にならないと，各種の

政府施策の恩典を受けら蕊なくなるおそれがある

こと等があった．しかし，新特安法の適薦薄象に

なると設韓1の再鑓還を覚落しなけれ、ぱならないが，

基数単位で設備の再縫選を実施することは羅難で

あ尋，基礎素馨産業向きに構想されている新特安

法は造船業に肉かない面があること．造船業の構

造改善の実施推進慧時期巌畢であること，灌濡縫

係法橋による不溌業種の指定が独自に可憐…である

との見通しを霧たことなどから．造船業纂は新特

安法の適灘対象にならないことになった31．新法

は，軒特定産業購造改善臨時措置法墜（産撰法〉と

して，欝83年5擁に公藷された。

　新特安法の適絹を見送ったことは，造船業の不

浅薄策について，罵途，海造審の場での討議がな
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されることを意暖していた4｝。

　薩｝l　ig86年答申

　鰺86年のダ今後の造船業の経営安定化と活性化

の方策について」と題する答馨は，まず造船業罫

のおかれ，た状浅を次のようにとらえる．

　ギ造船企業は，経営の合理化，コスト締減等種

々の努力を積み重ねてきているが，睡年後楽以降．

海運不渓の長霧牝に伴う船主経済の悪髭，霧構場

の急騰等によ鞍，我が匿造船業を取む巻く環境が

急速に厳しさを塔したため，業績の悪化や経営の

不安定｛ヒに直癒している。観に，一越企業におい

ては，雇霧調整，事業場購鎖等の合理化対策の実

施を余儀なくされ，てお馨，造船業を基幹産業とす

る地域において，雇璽及ぴ地域経済に深凝な影響

を与えつつある．

　圭遠したような情勢を踏まえ，当審議会は，造

鉛事業者の霞主的な薄紅の振舞とするとともに，

政購：における造船蝿策の企1蚕実施に資するため．

離船建造需要発遍し，今後の我が毯造船業の経営

の安定化と活性化の方策等について験討を行ない，

以下のような結譲を得た．∫と。

　つま警．今後の需要見通しとしては，ヂ我が羅

造船業の外航船建造量を予翻すれば，標準賞勲1船

換算トン数で，鱒年の騒§万トンから63年には3鎗

万トン程慶まで激減し，その後大型タンカーの代

替需要の増撫等紅伴い懇復紅海かうものの，簿年

においても5鱒万トン程度にとどまるものと見込

まれる．ま（年次は繕召藤舞　とす’る。

　答申は罫今後の蝿策」として，最後に次のよう

に結譲づける．

ヂァ　基本的蝦策

　（ア〉　過甦設備の灘減

　外航船の建造が主体となっている響称縫方5，㈱

総トン以上の設備について，長甥的に遍覇となる

鎗％程度をできる眠り速やかに，遅くとも§2年度

申には，原灘として基数単紘で麺蓬する必要があ

る．

　この場合，長期不漫により企業体力や嬉欝力が

低下していると等にかん解み，特定船舶製造業安

定事業協会の活罵等を園る必要がある．

　　（イ〉　産業体麟の整備

　長難不況の下で遍度紅競争型飽した産業俸麟を

酸害するとともに，需要変動に柔軟に鰐癒し．か

っ，馨諜競争力の維持を遍籠とする強翼な経営基

盤の確立を醤るため，企業の集約化の促進及び設

備の再編成等による生産体麟の遍藍建を進める必

要がある。・・　集約化に絶しては，基本的には，

合爵又はこれに準ずる強羅な縫懸の楼主によるこ

とが望ましいが，これが露難な場合にあっても．

営業協力，技術協力，盤産鶉力等の事業蓬携によ

る企業のグループ髭を進め，中蔓擬的紅よ瞬強い

集約化を振肉していくべきである。・一

　（ウ〉　事業転換等の縫進

　（ア〉及び（イ／紛推進に鞣しては，極力雇驚

機会の確像を麟るとともに地域経済に与える影響

を緩撫するため，新橋事業分野への進畠や事業転

換を促進する必要がある．この場合，単に造船業

として蓄積してきた技術の濃霧を錘るだけでなく，

サーどス業を含めた広い分野への穣癒的な展聡を

緩るべきである。涯（年度は瞬馨趣聾（以下省酪1〉．

　78年答串に箆較して，86年答牢は．中長期的な

需要の水準をにらんで設騰蝿瑳をするという，設

備鑓漣に越する考え方は瞬ごであるが，86年答申

は，「経営安定飽」だけでなく　紅活性イ翰に焦点

があって，そのために，「産業体麟の整備釜つま

り「企業の集約化蛋「設備の再纏滅まがうたい込

まれているところに特色があるといえる。その

　「企業の集約イ絵につ》、ては，運輸省海上技術安

全馬長の説醗では，「6§年春に報告書を鐵した長

簸どジ望ン（注：造船業長期ビジョン調査爾究委

員会の検討結果／では，造船業の集中度が燧めて

低く競争型化したことが，遜講競争体質紅なった

一つの大きな原遜だという簡題意識をもっていま

す．この考え方は答牢も受けついでいて，・・蜷

そこで，集約化の第一§標は，低くなった集中獲

を飽産業なみぐらいまで高めようということにな

りますが，単に集中度だけを高めても企業基盤の

強化につながるとは醸警ませんから，集牢度を高

めると瞬鋳に，…つの金業内で造船部消の箆璽を

ある程度以下にして経営安定髭を纒ることなど，

方策は複合的に考えなければならない」としてい

る5）。こうして，撤退を余儀なくされた場合に生

6
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ずる趣域雇簾の羅題については，「事業転換並と

　噺事業分野への進融で解決するというの溺答

申の立場である．

　86年答串に基づき，鯵87年4肩，「特定船舶製造

業経営安定臨時搭麗法三（範疇捲置法／が舗定さ

れ，特定船舶製造事業者は，暴法3条によ滲運輸

大運が定めるヂ基本振舞」（ig87年6舞§嚢，運輸

省告示第333号〉に縫って，設騰の翅理，事業提

携その麺の経営の安定のために必要な措謬（経営

安定化措置〉を実施するよう努めなければならな

い。匿基本指針茎に定められた設備の甦遷は，

睦．越理を舞うべき設備の年闘生産縫方の合計は，

標準貨勤船換算トン数でi2辱万トン程度（堤有年

閥生産能力の2§パーセント程度〉とする。2．設

｛薦の麺遅は，竃秘§3年3擁3至馨までに行うものと

する。3．設備の遙礫は，原則として基数単位で

行うものとする．護．設騰の甦遷iは，極力事業提

携を実施するグループで業縁で行うものとし，こ

の場合においては，グループとして，その翼有年

灘生産饒力の2§パーセント程度の設備の麩理を行

うものとする．淫である。

　各主要グループごとに作成さ蕊た造船設備廃棄

謙遜の方1趨ま，明確に集約化，すなわち集中髭の

方講が鵡されている。すなわち，r中小造船を各

大手造船工業企業に舞当て・グループ化し，その

うえで海運造船審議会答申が§搭す2§％以上船台

廃棄を含む，建造施設麺蓬を婁施すること轡が馨

詣されている。東詫造船が典瞬麺遷に参撫する騒

承鋼管グループは，最初の箋施計懇を．簿87年9

丹に運輸省に申請するが，それによれば馨本鋼管

鶴見の8万835§（1蝦．濤承の5万555畿鍵，津のi7万

蹴7£羅，東麓造船の窪万§8縦鑓のうち，欝万426

C綴を灘減，廃棄する．新造船は鶴見と津に集約

し，新造船を廃珪する溝水工場は修繕と陸上離開

とする。東詫造船の設備・土地については，集約

化にかかわるものについては特定船舶製造業安定

事業鶉会に売隷するという内容であった。

　　轡　東麓造艦のF解散3

　東北造船の「解散まは，童謡の造鉛業界金棒の

設備廃棄iを求める海造審の答串を背景垂こしつつも，

また独自の解歎への横縫付轄をもって，実行され

た。

　東詑造船は．船舶の建造，簸売及び修繕，壷び

に鉄骨・橋梁等の製造・籔売等を主たる営業藝的

とする資本金2億5，334万遵，倉暮暮霧の株式会鮭であ

る。薪新造船葺，　F修繕霧暑，　罫陸上鉄購淫の三製

造部穆と階建部群脂とで，業務を分極して事業

をすすめていた審．主力辮彗は噺造紬藻窮で

あ撃，特にその中でもハンディ・タイプと呼ばれ

る2万トン（積載重量トン／ないし3万トンの外

撰航麗臨ナ撤積貨勅船長び一一綴貨勤船の建造摂経

営の中心となっていた．この新造船部轡は，黒字

経営時には売上高全体の約7§％を霞め，饗業員も，

事務・技術者75名，悸業員鴛9名と半数近くの者

が醍置されていた、

　簿87年4鐸i韓の取締役会で，新造船部欝の撤退

を淡議するまでの，新造船部醗の業績は次の通辱

であるが，裁醤辮の認定では，売一と高姥i3％以

上の糧無益を計上できなければ捧字決算になると

して》、る．

　　（年度〉　　　（売上高〉　　　（糧利益〉

懲82年度

i§83年度

ig8塁年度

簿85年度

約董欝億霧

約88億湧

約7蓬億縁

約93億羅

約26億霧

約欝憤舞

納畷意霧

約7億欝
　また，東麓造船垂こおける最もコスト魏率の良》・

遷歪操業時無穣ま，年闘6§万時闘程度（3万鎗総§購

型撤積船3隻と小聖船i隻を建造する時間数に鱗

轟〉とされているが，実諜の操業暗闘は，次の通

鯵である。

緯82年度

簿83年度

ig8遵年度

i§85年度

74万錐嚢§時鵜

58万時間

58万9§倉容暗闘

54万時麗

　この時難の経理状浅は，次の遜辞であった。

　〔年度〉　　（経常撰益〉　　（肇麹簑登〉　　〔累積叢益）

ig83年度　　　十32む§万羅　　　一32（茎｛｝万難　　　一32書癖万再

ig艇年度一6鐘3§§万溝一i億68艇登y羅一蓋億§8倉§万聾

ig85年度一4億嘆5｛矯芳灘一4鐘47§倉万霧一6億蓬5§§万纏

　しかし，裁講霧の認定によれば．懲82年から

欝経年までの3年闘の約ii憶霧の設備投資解，損
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失増大の要獲の三つになっていることは「否定で

きない1としながら，その設備投資は，その後の

業績向上に寄与したとしている．

　縫方，修繕船部野彗はその需要は姥鮫的安定して

いたが，船主の経営悪イヒによ吟漁船の修繕は減少

顛華1にあ蓼，修繕費も低落化してきたため，今後

の採算がますます厳しくなることが発込まれると

している。修繕都響の業績は以下の通りである。

（年度〉

簿83年度

i§8蓬年度

鯵85年度

欝86年度

　（売上高／　　　（麹利益〉

i8惣｝6韓万得　　3億60含む万醗

董3｛意5｛｝巷§芳野蒙　　　2｛意i畦倉愈万甕弓

i7億6i総万韓　　3億§総む万円

塗§億330馨万評警　　　　2億蓼6（｝（》万影響

　また，睦ま二鉄講都響は公共工事・製作工事等を

行なっており，不安定な事業であることと，売、ヒ

高に録する糧無益率も極めて鱈いこと，今後の聾

転は嬬待できないとされる摂，業績は欧の遷鞍で

ある。

（年度）

ig83年度

欝8護年度

欝85年度

i§86年度

　（売上高／

9億塁懸馨万響

茎i億57縫方需

i7億789春万霧

慧｛意2暮｛｝§万霧

　（舞舞益〉

　8鱒倉万霧

茎億倉2総万難

一22§○万霧

　醗総万溝

　以上のような東詫造船をと穆まく情勢，壷びに

海造審答申にみられる造船業雰の動向の中で，

響87年胡繕取締役会は，新造船の受注状浸と今

後の見通し，総懸の著しい低落繧肉等からみて造

船不溌は長類化する公算大であ穆，蕪記績務超遍

の原露も新造鉛部群聯こあるので，新造船事業を継

続すれば一権妻毒手のま着大を撰き傷を深めることに

なること，また臨時措置法の稀罵も可能となった

こと等を礫虫に噺造離離鰍の撤退を決議する

ことになったのである．このことは，婦貿嚢に

金業内縫合である「東龍造船労働総合ま（東造纏／

に，胡齢醸こ従業員各自に，そ蕊ぞれ文書で提

示され，東遷綴との毯捧交渉に入っている。

　しかし，5肩i213の取締役会は，ヂ新造船書解纜

のみの撤退の前寵4月鍛の方針を変更し，7月末

をもって事業廃藍，8月末をもって会縫解散，従

業員全員退職とする淡議をし，5穣聾糞こ東遷緯

に，鎗羅に健業員各§に，文書をもって礎示して

いる．こうした，方斜変更の背景には，疑に塁月

の取締役会でも新造船部門からの嶽退だけでは赤

字が増えて倒産を待つばかりであるとして会縫解

激の議論もなされていたこと，その後の灘高の進

行のなかで，当籾生き残夢を馨揚した修繕船及び

陸上鉄構部霧だけでは事業継続熱極めて懸難であ

瞬，．と記露都詳彗は新会縫の設立によって行うので

なけ為ば，綬会琶である§本鋼管の支援も受けら

れない見通しのためいずれは鱗産は遊げ難く，臨

時措置法による措置を受けられる時期に会縫を解

敵し退職金の支払や食積の整遅を行う方が会琶経

営上得策であるとの覇懸があったと，鹸台地裁鉱

認定している。

　その後，8君25鐸に，東進総との闘で，退職時

期を鱗2膿とすることや退職撫給金の支払など

の退職条件等について交渉が妥結し，協定が締結

された。この賜に，後逮のように，7弩6馨にr全

造船東訛造船分会葺が結成さ鯛，また8弩26饗に

宮城一般労蟻羅金策詫造船支離（新組合1本事件

原告ら〉が結成され．翌嚢会桂に逓知がなされて

いる．

　9肩2§馨までに，退職に応じなかった新羅金の7

名を含む警名を解雇し．演算事務要員葺名を瞼く

その余の従業員は協定に基づき退職した。§月震

饗以降事業を廃蓋し（建造中のセメント船i隻の

工事は嚢本鐵管が瞬き継ぐ），事実一と清算状態に

入ったが，株主総会で解撤を液議し，その露登記

をなしたのは鴛鍔銀であった．当初の7弩末事業

廃止．8丹末解散・退職の方鈴ま，9蕎2§醤までに

退職，9舞2葺輩事業慶長，鴛薄舞彗解撤とかな雛遅

れることになるが，その朦欝として懸捧交渉の遅

れ．安定協会に対する売輝交渉の遅れ．清算法人

の場合，買取嬉象としての適幣性に難題が生ずる

ことを考癒したためと認定されている。ただ，予

定とは異なり退職が先行したことは，受け羅とし

てのゼ新会琶まの設立が先行したこと，事業の継

続が優先されたこと等，r新会縫≦のスムーズな

事業活動が優先されたことが瞬らかである・

麟　新会社・東詑ドック鉄工の設立

5騒i2§の棄誌造船の取締役会で，事業廃艦・

8
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会縫解散を決議しているが，地域経済や従業員の

鎚遇への藝避癒という社会的要請から，新会社の設

立を§§係各方露に横縫的に働きかけたとされてい

る。ただ．東詑造船が新造離郷轡のみ撤退させ，

修繕船・陸上鉄横額需を残すという産月の取締役

会の方舞と，棄詫造船を解散し，残る2部需を受

け継ぎ新会琶を設立するというの方針（5月取締

役会）への転換は，裁舞翫認定でも必ずしも瞬確

でない．一方で，鰭初生き残彗を興毒した修繕

船及び陸上鉄構部稗だけでは事業継続が極めて露

難であり，看護部評轡ま新会藍の設立によって行う

のでなければ，競合雛である馨本鑛管の支援を受

けられない見通しのためいずれ麹産は避轄難いま

としながら，縫方で，「縫務者会縫は，その修繕

船，陸上鉄構の再翻羅が欝86年度において会わせ

て糧利益約3憶需を計、量二することができたので，・

この面部霧を瞬継いで績務負越のない新緩の会社

で然るべき経営努力を行えば採算のとれる企業と

して存続斑籠まであるとしている。癖者の無断を

矛贋なく，蓬解しようとすれば，結購，韓本鑓管

の「支援葺が今までどおり顛待できれば，存続聾

鰭であ雛，それがなければ羅難であるということ

であろう。墨月から5湾にかけての，東北造船取締

役会の方針変更は，継騰霞本鋼管の方鈴変更であ

るとみるのが妥当であろう．

　新会琶の発起人としては，棄詫造船の役員2名，

地元代表として塩釜商工会議辮及び七十七銀待か

ら．顧客代表として羅融海運から，資樋麗係の納

入業者代表として東哀シャジングから，株主代表

として羅本鋼管からそれぞれ玉名が鋳て，簿87年

罵3聯繋こ設立登記をしている．新会縫「東北ド

ック鉄工まは，船舶の修理及び経連諸機械等の簸

売，各種橋梁．鉄骨等の製作，鬱鬱等を主たる鴬

巣鐸的としている、この事業を鴛うため，7鐸綴

嚢に，蒙詫造船から，船舶の修還．鉄工業等を待

っていた土地や設備等とその営業権の譲渡を受け，

さら1こ鍵業嚢のうち韮8名を雇耀した、東載ドッ

ク鉄工は，9月22馨からその土地設備を矯いて，

東詫造離の場合と講鐵に船舶の修覆，鉄工業等の

事業を行っている。

　東麓ドック鉄工の本店醒在鍵は，東詫造船のそ

れ、と凝…であるし，営業§的も新造船部醗を除齢

して殆ど変らず，取引先もほぼ講嶽，営業活動の

場もまた海…であって，縫業員も全て東詫造船の

元鍵業員で霞められている。

　株主構成及び藪欝株式割合は，東詫造船につい

ては（葉詑ドック鉄工設立蚤鋳〉，

　　翼本鋼管

　　謡本郵船

　　昭融海運

　　三井勃産

　　東舞本興業

　　七十七銀行

であったが，

　　講本鋼管

　　望洋海運産業

　　遍海郵船

約83％

約達％

約垂％

約藁％

約3％

約2％
東詫ドック鉄工の場合は，

オーツカ鉄鋼簸売

東霞本興業

大倉商事

　　舞本エンジニア夢ング

　　東京シャ婆ング

　　東麓造船

　　発蓬人7人

　東詑ドック鉄i蚕二の役轟（3名）溝綾1をみると，

代表取締役及び2名の取締役金聾は，嚢本鑛管グ

ループの鐵身者であ馨，そのうちi名（平取締役）

は，菓靴造船の役員である。

約2毒％

纏§％

約欝％

約欝％

紛紛％

約緯％

　9．9％

　5％
　25％

　毒、！％となっている．

2．ゼ解散」開題と労働総合・労働者

　蕪節で，策北造船の「解撤達・東詫ドック鉄工

の設立の経緯について．海造審警申など造船業弊

の動向も踏まえて紹介したが，ここでは特に，労

鱗総合・労働者との麗係を髭ることにする．

　東麓造船は，4月i馨の取締役会で新造船都移嶽

遜を決めるが，この段賠で東進鰻との毯体交渉

〔4男擦7講）に入蓼，新造船部絹からの撤退を提

示し，経営再建緊急蝦策について協力を求めてい

る。しかし，取締役会は5月鴛欝こ会縫解激・新

会妓設立の方麟に変更した後．さらに5月薄舞に

購総会に対し，経営緊急簿策諾置江ついての申し

入れを行って解散の方鉛を表明している。東麓造
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船と東進羅との交渉は，鶴居8懇25馨，双方が協

定書及び確認書を交わすまで継続する。以下では，

東進緩の対応，及び新羅合結成に至る諸事構につ

いて，述べたい。

　　紛　東造緩と4〉交渉及び合意

　4鴛i7韓に，新造船部鍔撤退と協力要請が申し

入れられてから，5月欝嚢に解数の方欝が提示さ

れるまで．8灘の懸簿交渉が行われているが，そ

の内容は，績務超過等の経営状溌について説明し

その礫解を求めるものである。

　5月捲嚢．会縫が解激を零し入れてからは，嗣

労継は縫矯反蝿の基本懇度を表窮している．6月27

霞までの鰺遜に登る懸体交渉において，会縫灘は，

繰弩返し解激に踏み燐らざるをえない経営事情と，

解散が遅れるとそれだ轄退職金等退職条件が悪化

することなどを讃明して議得に努めた、

　東造組の饗iは，職場集会，麗筆委員会による綾

討を経たうえ，6揖3§羅の驕時大会で．鐵縮代議

員驚名串縫名の賛成で，会社解散を受け入れ，退

職条鱈・について会縫と協議する条緯縫争に移行す

ることが快走さ為た。その結果，7月2欝から8月

欝凝まで2§暴に鷺鞍退職条紳等に関する轡捧交渉

が行われ．羅合執行部との闘では．…応の了承を

得た．繕合員の投票を翌饗に控えた8月2頗，会

社は「労務時報まで直接，全復業曇によびかけて

いる。その内容は，次のようである．

　その表題は「みなさんの農識ある判擬を欝じま

す」とし，

　罫会続が経営緊急鰐策措置として，新造船事業

から撤退を申し入れてから4ヵ月，事業廃艦瀟全

員退職罵会祇解散を申し入れてから3ヵ月が経遇

しました。その問，会懲ま東北造船労働総合と纏§

暴をこえるに及ぶ憑依交渉を重ね，緊急薄策措置

をとらざるをえない事構（背景と見通し）につい

て理解を求め，邊職条絆，雇霧韓策等について議

し合いを続けてまい絵竄した。

　8月王7警よ蓼8月稽馨にかけて，会役は全壊震に

わたる最終回答を行い，一応の執行部了承を得ま

した。あとは縫業員のみなさんの良識ある霧簿を

欝ずるのみですが，会社としても提案内容の修董

にいかに努力したかを理解していただきたいと患

います．」という醜文を付けて，雇稽鱈策，退職

条警，新会縫・経連会社の採繕と労働条件，春灘・

一鋳金の妥繕内容を逐一詳しく記載している。

　最後に．新金被の経営：籔態が破綻にひんしてい

るだけに，永い携舞を要し，従業員のみなさんも

憂癒されたことと患いますが，今，金被は匿解散1

か蓼倒産垂かの緩蕗に立ってお雛ます。いずれの

途をたどるかを決定するのが霧馨の東靴造船労働

総会の投票の結集であると言っても通言ではあ静

ません。

　みなさんの良識ある醤藪を燐望いたします．ま

と結んでいる。

　翌8月25嚢に会縫綴鍛終礎案が，組合員全員に

よる無記名投票で決せられた．投票結果は，賛成

283票，反麟84票であった。こうした総合の承認

に基づいて，8月聡貧，協定書及び確認書が交わ

された。その内容の要露は欧の遜蓼であった。

　　樹　金被は．欝87年9薄2§翼をもって事業廃

　蓋，必要な手続き等を終了後解散。右§月2§馨

　をもって鍵業員全員退職とする．

　　鰻　退職につセ、ては退職憲怨確認，再就職韓

　旋の意思確認等のためr退職遽・再就職斡簾中

　し出書雄の縫趨を求め，右提綴音には願定の退

　職金の躰，合意した金額の前記経営緊急婦策搭

　置で撮ボした各撫給金を支払う。

　　麟　　r退職融を縫鐵しない者は，就業矯麟

　総条i環撲｝によ瞬解雇し，右解雇者には断定の

　退職金の外，遺職撫給金畏び解護予告手当を支

　払う．

　　感　退職鍵業員のうち「再就職斡旋申し鐵書オ

　を提鐵した者に鰐しては新会琶のドック鉄工，

　関連会縫の東麓造鉛サービス等に再就職斡簾を

　得うものとし，斡縫人員2難名を§標とする。

　その麹再就職斡旋機縫を設け，地金業への斡旋

　活動を行う。

　東能造船は，この協定姿郭こ基づき，纏結直後か

ら退職者を募集するが，その内容は．8月2醸か

ら海難雛馨午後i時までを「退職縄・再就職斡縫

申し鑑書窪の絶崖期羅としている。

　r退職縷・再就職軸簾申し出書」によれば，

一驚一
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「私儀，この度会社事業廃藍により紹秘ξ2年鱗2書

嚢をもって退職いたしますので麗け鐵ます。尚，

退職に鞣し私が会縫又は共済会に薄して返隷すべ

き金額がある場合，私に支払われる退職金・瞬簾

舞金よ惨清算することを了承いたします．

　轟，臠せて私の再就職について下記の鬱し書き

を了承のうえ，記載のように韓縫を受けることを

希望籍たしますので潔し患ます。∫として，会縫

からの斡旋を希望するか否か，斡簾春望内容（職

種・企業等〉を商い，ド握し，再就職の斡旋につ

いては希望斡旋先金業における霧望要員・職種に

よ諺採溺され，ない場合のあることを了承する．ま

としている．

　この時甥に，後逮のごとく新緯合が結成される

が，東遷纏に残留している者は全員当無の蟻酸ま

でにこれに感じて断定の叢懸を提鐵し，臨定遷移

講層2§資をもって東詫造船を退職している。邊職

者のうち2鱗名が，欝擁2§嚢堤；窪斡縫などにより，

ドック鉄工等に再就職している？㌧

　　鱗　籍縫合・欝城一般支離の結成と鑓体交渉

　棄造纏と会緩が遜職条件等について腿体交渉を

している時難に．7丹6雛こf全造船東北造船分会ま

が結成され，講鐵の交渉を管っているが，妥結し

たのは東遷紐とのみであり，離詑東遷羅との協定

霧等が締結されている．全造船分会轟織紐合員2

名も，新総合の綴合員7名と購様退職届を鐵さず

解雇され・るが，ここでは新縫合に議定してその経

緯を考察する．

　萩縫合，つま蓼ヂ宮城…般労饒縫合東北造船支

部ユが結歳されるのは，菓造維との醤体交渉が妥

結した翌舞，協定書等勝締結された当蓉の8鐸2§

騒である。翌27馨，新縫合から会縫に麟して通知

がなされている．金鼓は，新組合の醜体交渉」）申

し入れによむ属丹綴馨，9月置譲，3騨と藤体交渉

を行っている．会鮭は，東遷総に鰐すると瞬様．

このまま事業を継続すると退職金も支払えなくな

る最悪の事態を招くおそれがあるとして，営業や

経営等の幾状と今後の発通し等を読隣し，叢畢9

月鎗馨事業廃．畿，全員退職の予定を変更できない

ので，東造緯と瞬一内容の協定に応ずるよう説得

した。しかし新縫合はこれに納得せず，決算書や

製造原儀の醗纒書などの提議を求めたが，会縫鰯

は撰益誕算書等による説競で十分であるとしてそ

の要求に応ぜず，交渉は…銭打ち窮られている．

その後，宮城地労委の斡縫によ瞬，隅丹雑嚢から

欝蒙まで再穫行われ，た懸体交渉も不覊となって，

交渉は打ち雛られて》、る。

　棄追継の纏合員が，8層澄馨の難鞭までに全員

退職届を鐵したが．交渉中の新羅合勝属従業員7

名と前記全造船分会辮羅健業貸2名は応じなかっ

た．退職届の提鐵期銀を§月2舞，さらに§月4舞ま

で延難ずるも，応じなかった．

　会縫は．退職届を提産しなかった従業員紅紫し

て，就業規麟66条i項7号（解雇事灘としての「業

務上の事浅摂あるときj／に基づき，9鴛難§付内

容談窮郵便による解雇通告書によって，9舞2§舞

をもって解雇する旨の意思表示をし，解雇予告手

当を僕託している。

　　総　退職・再就職の手続き

　東造緯経合員は9月2綴退職．薪総合総合銭ら

は瞬難付解穫となったが，前者については．東北

造船の斡旋等で224名が再就職（欝蕎2§韓饗在〉

するが，新会鷲1東瑳ヒドック鉄二至藩こはn8名が就職

している．東詑ドック鉄工がいかなる性格の会桂

かを瞬確にするためには，再就職がいかにしてな

されているかを検討する必要があろう。

　東麓ドック鉄工は，設立の翌馨7焉3葺輩に東靴

造離から船舶の修蓬，鉄工業等を行っていた土地

や設備とその営業権の譲護を受診，麟記登8名の

鍵業員を麗繕し，§舞22轟から事業を雛妬した、

具体的な採鱗方法は，…般公募は蕎わず，東詫造

船が，退職予定の従業員からドック鉄工入縫希望

の申し畿を受け，斡旋名簿を作成してドック鉄工

に斡縫をなしている．具体的には，鱗2鐵こ右名

簿が提鐵されている．（こ蕊は，新組合纏合員に

示さた退職届提鐵期綬の延鱗欝以醜である、／東

詑ドック鉄1凱は，瞬拷7舞，8馨に役長亀及び縫係部

長が，その軸簾を受けた者全員の薩接を行い，i2

馨から蕗嚢にかけて各人に結果が通知されている。

優し，ドック鉄工が察知事宛てに提鐡した8鴛2i
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馨付建設業許可宰講書には，疑に5名が鍵業員と

して記載されているが，申請に技術者の記載が必

要なため，いずれ採薦を饗する者を東麓遊離の了

解を得て講載したとしている。

　その採驚基準は，①身体健全な者，②ドック鉄

工の事業に必要な技徳，技能．経験を資する者，

⑤東麓造船における勤務成績嚢聾な者，とされて

いるが，これ．らは雇罵の斡旋・手1褻，採馬入轟枠

等とともに，棄造懇との協定書や確認書によ穆合

意ないし槍互確認されていたものである。

　麟台地裁板麺分決定でも，東北造船と東進緯の

問で，新たな雇絹先の労働条鉾についても羅針交

渉の薄象とされ，合意されていることを認定して

いるが，新それは績務者会鮭鱒それらの決定権を

有していたわけはなく．ドック鉄工がその従業員

全員を績務考会縫の鍵業賛から雇離する薦係上，

雇繕の手顧等を籏務者会縫を通じて属祇従業員に

周知徹底を図る必要があ滲，一方績務考会縫の方

も労艪縄合の購意を得て予定遜む事業廃■銑を響滑

に進めるため，労働縫合の要求をドック鉄工に伝

え瞬縫の善麺を求めるなどして瞬縫から提示を受

け，これを労働縫合に提示して交渉した結果にす

ぎず，労働条件についてもまた霧様であった。茎

とする．

3．優越分決定の問題点と本案訴訟・地労

委での課題

　　瞬　緯台地裁板麺分決定とその法的総題点

　欝88年7月蝦，鱗台地裁は，績権者ら（新羅合

縫合員〉の地位保全等飯匙分牢講を劫下した。綾

権蓄らの主張の要醤は．「ドック鉄二三二は儀務者会

縫の解散を醜提としているが，ドック鉄工は績務

者会縫によって設立された会縫で籏務音合縫と実

質的に麟一会縫であり，篠務考会縫が新造船部鍔

から撤退し事業を縮小する一方法として会鮭解散．

新会縫設立という法的手段を篤いたにすぎず．右

解散とこれに伴う事業廃1暴ま偽装というべきであ

るから，　ドック鉄工で採難しない俵権煮に薄する

解雇は，その実質は整饗解雇達にほかならないと

し，しかるに本件解雇は，整遅解雇の4要件3｝を

充足しておらず，解雇権の濫驚で無効である．飯

に然らずとも，本件解雇は績権者らの正当な緩合

活動を嫌悪した不当労働行為として無勤であると

主張している。

　継台地裁決定は，まず．Fドック鉄工と縫務者

金被とが実質的に隅一会縫であるとするのは璽難

であって，講被はそれぞれ形式的にも実質的にも

懸燧独立の会祇であるというべききであるとして，

籏務者会縫がドック鉄工として実質的に存続する

ものとはいうことはできないとした。その遷露と

しては，講社の株主購絞，役員構成のいずれも異

なるうえ．会縫財産や経饗，業務等についての漉

講も認めら歯しなレ・ことを挙＆ずる。具体的妻こは，ド

ック鉄気二は儂務者会縫が単独で設立した会縫では

なく，株主構成も異なっていること，またドック

鉄工の役員が，3人とも酵本鐵管ないし曇本鋼管

グループの鐵身である寮，綾務者金被は韓本鋼管

と独立採算によ鯵猿嚢に企業活嚢を鴛っていた実

質的にも独立した会琶であるから，ドック鉄■1の

役員が養務者会縫のそれと繕系譜の鐡身というだ

けでは，餓かに講祇の役員の実質的霧一性を鴛認

できないとしている。籏務者会縫がその労養交渉

においてドック鉄工の労饒条簿等をも交渉の婦象

としているが・綾務者会縫は労醐条韓等の淡定権

は有しておらず，ドック鉄二嚢こお㌶る従業員の雇

絹も綾務考会社の斡旋により独聲に藏接等を行っ

ているから開題はない、

　そうだとすると，罫書事業廃止，解数が偽装で

あったとは到底認め難く，真実の事業廃丘，解散

にほかならないというべきであるから，これ、に伴

い必然的に鍵業員全員との雇溺縫係を解満する必

要があったものといわなければならない．ま．退

職届を提濃しなかった儀権者らを解雇したことは，

就業規則藪定のr業務ま二の事霞があるときまに該

当する。解雇は藍むを得ないもので，解雇権の濫

羅ではない。rこの場合に解雇権の濫霧を認める

と，職業選択の轟轟や財産権の保瞳から導かれる

企業を潰滅させる自由が実質的に否定されること

になる萎という。従って，いわゆる整蓬解雇の法

遅は遍罵されず．のみならず嚢務者会縫は．再就

職の軸簾に努め，多数羅に登る毯体交渉を行って

いるのであるから，解雇権の濫罵とはいえないと
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した。

　ところで本決定で縷説を要する鷺題点として，

第一に．1薄書の実質的1霧一一性の麗題がある．

　決建のポイントは，実質的羅一性を歩資本権威・

役員権威・財産経選業務の混翼に，醸定的にかっ

形式的に縫えているところにある。つま蓼，資本

簿成の点で，今繕の造船金建化潜いかに展雛され，

いかに遂行されたかをみると．異本鋼管との麗係

を無燈できない．海造審答申が，グループ内での

設備翅理（鱒％〉をだし，東麓造船の造船部霧か

らの緻退が，薮本鏑管グループでのノルマ達成と

見微されている状混を躄る畷吟，韓本鋼管との聡

係を否定できない。まして，懲87年4鍔から5月に

かけての方舞転換（新造船部鍔撮退から会社解激

へ／が，装本鋼管の支援するか否かの意纒に左右

されたことは否定できない。確かに，東詑造船と

ドック鉄工という二つの子会鮭を董列的に売る罎

瞬，資本構成が変更し，役員が交替している．し

かし，そのことが函鮭の実質的講一姓を否定する

ような変更なのかの跨線が必要であろう・会社の

支醗に，常に鎗§％の株式漸有が必要ではなく，

梅講的多数を蕎している鰻蓼経営方鋳ま変更を受

けないのが多くなっている。鎌って・多数の株主

を資金的紅動員するために，「効率的諜支醍の手

法でもあ滲えよう。東訛造船の株式を83％有して

いた馨本鋼管は，ドック鉄工では約2倉％と減少さ

せているが，飽のいわゆる羅本鋼管グループであ

る菓奈シャジングと東蔵造麟を含めると，約5§％

となっている．穀織講会鮭は，馨本鋼管の支醗・

影響力という観点から見た場合，実質的な変更を

みることは露難であろう。蚕簿のような場合，新

瞬講縫の形式的な比較ではなく，韓本鑛管を含む

三角講造を縫えて．実質的な隅一姓を跨線するす

る必要があろう。グループをかわる場合は未だし

も，グループ内の変更にとどまる場合，その盟主

たる霧会社の支醒力が波定的と思われる、造麟業

界のグループはこび）ような型だけではなく，中小

企業のグノレープの鱗もあるので一般化はできない

が，疑本鋼警のような大企業を中核に据える大手

の造鉛グループの場合には，そのように云い得る

であろう．競子会社聡孫のようには，、と下的な支

醍鰻鍵縫孫では律しされない子会縫または孫会雛

購士の「実質的属一躍璽の聡題は，蔑会鮭の慧轡・

支醗再議i姓を含めて立体的な験討が必要であろう。

親子会縫の労働馨§係法理でも，独立会縫癖士での

労働馨§孫法遷でも鬱することの獲雑な，グループ

闘会縫の労働霧§孫法蓮の購築の必要性を求めてい

ると思われる。このような観点碁こ立つならば，役

員購域の点で．3人とも馨本鋼管または馨本鋼管

グループ墨身者である点で，新織爾縫は其通であ

ることを認めながら，瞬全数は，馨本鋼管からは

実質的に独立していたこと（独立採算・独自の企

業活嚢／を遷羨に，役員の実質的羅一牲を否定す

る快走の結i論を礎き鐵すのは露難であろう。

　洗足の実質的織一牲の否定i論に録する揚肇1は．

まず，こうした形式的縷説にとどまっている点で

あるが．さらに，綾羅の講象が資本構成・復員権

威・露塵等の混講に事実一と畷定して，解散・退職

（解雇〉・再議矯を一連の流れ乏して縫えていない

ことであろう。

　新会祇へ採罵の手続を見ると，瞬余薫が評癒を

簾えた斡縫名簿を作成し，新会桂の労饒条件まで

交渉の講象とし，かつ合意をみているのである．

決定では，欝会養鰻こは淡定権がなかった，新会縫

は種麹に面接等をしていることをあげて，雨蛙の

実質的講一姓を否定するが，労働§§繰越運の観点

から見る罎静，読得姓を欠いている。斡旋名簿俘

成・労働条酵合憲・面接・採絹決定は，頓互に依

存している採欝手続の遍程である．少なくとも，

統一的な手続として．罫矛篶なく3遂行されてい

るのである。本件が解淡を求めているのは，財産

取撰上の縫題ではなく，労働縫係甦理の鷺題であ

り，このような観点からのr実質的羅一性まの閤

題である．労触法におけるζ実質的遜一姓の法融

の遍羅は，あくまで労働縫係における権利義務鰻

係の移行の欝否の翼題である．それ、は動懸的・実

質的考察を求めているといえる．したがって，労

麟罷係の終了と成立の弱達する鰻静．重擁される

べき叢擦は，①ドック鉄工の従業員採溺は，東麓

造船従業員に醸定さ為ていたこと，⑫東詫造船が

ドック鉄工への斡旋名簿を俸成したこと，③ドッ

ク鉄一の採絹基準として，「東麓造船における嚢

一重3一
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務成績幾聾な者まがあること，㊥東麓造船と菓造

総との交渉内容及び協定等の内容（雇矯の斡籏i・

手無嚢，採罵人員枠．採編基準，　ドック鉄工等新雇

罵先での労働条件〉であろう．

　本決定の第二の検討課題として，労働者の解散

反講・退職極否の慧愚と，新会蛙への労働麗係移

蕎：の成否の難題がある．

　本狭匙では．退職届を繕さない者は，再就職斡

旋希望なしと見徽されて．解雇され，会鮭は再就

職斡縫の義務を免れ，ることを容認している。東進

経との合意を糧擁にするが，それ露俸いかなる幾

力を有するものであろうか。

　検討すべき問題の一つは，解散長講・退職橿の

未提農が，ただちに新会縫での就労掘否の意、懇と

解さ齧るであろうか。退職橿提鐵後，全員新会社

に再雇溺される場合には，退職届を礎出しないこ

とは，不当労働行為など違法な解散（偽装解撤／

等の場合を除き，新金鎚での就労を掘否する意思

と解される場合があ鯵うる．しかし，本絆のよう

に退職届提鐵考の一部再雇矯の場合には，つま瞬

退職届提鐵と再雇驚が結合していない場合には．

退職雇縫鐡掘否がただちに労働幾孫移行姫否を慧

曝するとは解しがたい．とくに，罫退職届・再就

職斡旋申し患害猛に付された毯書（f鬱し，薄就

職の斡旋については希望斡旋先企業にお謬る春望

要員・職種によ吟採罵されない場合のあることを

了承する．Dは，再雇罵の不確実性を瞬撫にし

つつ，その責任を労縫者に転嫁している。こうし

た，再雇灘斡縫の前提としての退職縷の提鐵は，

全員再雇矯されることが確実の場合以外は，労鱗

者に争う権禾llを放棄させつつ，選罰するものとし

て，労働考には余瞬こも蓄離であり，その有効性

嚢体に疑義があると云わざるをえない、

　また，本簿退職届は，薪退職達の形をと参なが

ら，自主的覇懸を許さないものであ鯵，応じない

者は，直ちに「解融されている．このような退

職羅の罫強麟まは，新会塗上に再就職が斡炭されず，

あるいは再就職が実饗しなかった者については，

実質的には罫解雇」と見轍さ細るべきであろう．

本酵：を∫整蓬解雇王事纏と位置縫ける実態的横縫

は，ここに示されているといえよう。そうである

ならば，退職届礎鐵者を被解灌者に優先して再簷

馬することが果たして妥当なのか，換書すれ，ば，

解雇を争おうとする者（退職爆未提鐵春／を優先

して解雇することが，人員整蓬の基準として妥当

なのか，綾試する必要があったといえる。；本肇1決

は，本無二退職罎のもつ法的意蕪を，形式的峯ことら

え，形式的・皮旛的に越擬しているといえよう。

　さらに，退職届を出さない者を，優先的に解雇

し，退職金等も差をつけ，かつ再就職斡旋義務す

ら免責する綴麺とされた東造緯との罫協定書諜等

の勤力の幾題である。協定書の内容の事項を，旋

罵者撚一方的に設定した場合，実質的な罫解雇ま

と解されるが，総合との講慧に基づいているが

故に，燧々の労鶴者との契約内容にもなってい

るといえるであろうか。東造纏に残留した組合嚢

（再麓職できない考も多数存在する／にとっても，

こうした協定内容は，退職の条件等については，

退職届を鑛した場合の労働契約の内容にな鯵うる

が，退職や解雇の容認を義務づけられるものでは

ない。総合自体の籏務的動力（この件では争わな

い旨〉のみとも解されよう、讐に，東進継の纒舎

員鋭外には，…般的拘束力による遷絹以外は考え

られないが，労組法鐸条を安売む紡藍の規定と解

するならば，縫々の葬継合員の労働条件の脂下げ

　（退職も入る〉には，適用を見いだしがたい。織

妙なのは，新纏合綴合員の鍵敏である。8鴛25藝

の継合の全員投票には参撫しているが，そ轟に基

づいて協定が結ばれる8鰐26購こ，策造纏を醗退

して，新総合を織紋し，翌嚢27舞に会薮に通告し

ている．協約締結継合から騰退した場合，鯵幾労

鰯者の契約内容になっている労蟻条件以躰は，総

合の諸協定に拘束されるものではなかろう。締鯖

雛蒲に．特に締結内容が不満で醗退する者につい

ては．従糞編こ契約内容となって》、るもの以外は．

拘束を受けないものと解さざるを得ないと考えら

れる．総合内で投票に参擁したか否かは決定的と

は思えない。脱退の意思表示掛，協定緩緩以麟か

否かが問題であろうか。しかし，協定締結に反嬉

し，拘束力を振否するために，脱退・新経合結成

に至る被解雇者らにとっては，豊総な時間的な経

緯よ鯵，一連の活動やその基本的懇縷：から，鰯定
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の適矯を否定するという結論が導かれるべきであ

ろう。東詫造船灘が，新経合結成後，同一協定を

締結することを求めていることは，嚢縫合緩合員

には，東造緯との協定等は及んでいないことを認

識していたことを窺わせる。したがって，曝職

愚未提鐙者を解雇し，再就職を斡旋しない等の

臨定内容は，枠継みとしては，東進懇縫合轟紅薄

してのみ動力をもち得るといえないであろうか。

　　鱒　本案講談及び地労委での課題

　飯麹分申請を舞下された緩解雇者7名は，簿88

年i§月蝦．2件の雇稽§§孫存在確認等を求める訴

訟を穣台地裁に提起した。…方は，新会鮭・棄髭

ドック鉄工を根手取穆　（昭和63年（ワ）第墨継号1

以下第i倉碁蓬号事件という），縫方は，嚢本鋼管と

東麓造船を権手取って（昭灘§3年（ワ〉第i韓5号；

以下第｛彗書5号事件という〉提起されている。双方

とも，労働契約上の権利の確認を求めるものであ

るが．後者は舞本鋼管に帰しても．不法行為によ

る慰i籍料を請求しているところ撃注馨さ齧る。

　まず第獄｝4箸事緯では，飯麹分申請とほぼ講巌

の遷由から提訴している。つまり，東北造船紅よ

る解雇は，新総会縫の闘に企業としての実質的講

一姓がある以上，本締解雇の実体は，まさに東詫

造船の企業締小に伴う人員整理，すなわち警邏解

雇であるが，しかし整遷解雇法理に違反し，解雇

権濡濡であること，また．原告らの組合活動を瑳i

由とする不無益鍛接として不当労働行為であるこ

とを運霞とする。ところで，東詑造船と東北ドッ

ク鉄工は，法的に瞬…性を有する企業である．

ボ企業は，資本と労働力の結合による動的な紛織

であ彗，労麟縫懸1ま，特定1の経営者妻こ薄するとい

うよ吟も企業そのものに絃合したものと善うべき

であるから，企業そのものが廃止されることなく

存続する鰻鯵，労働関係は籔会縫から新会縫に継

承されること善こなる。従って，東麓造船の従業員

であった原皆らは．東麓造船の　票告らに帰する解

雇が無勤である以ま二，東麓造船，東北ドック鉄工

いずれに殺しても労働契約あの義務履行を請求し

得る地位にあるというべきである．藩とする。

　簿89年護月25韓の原告準備書面は，新羅衝会縫

の講一性を，欝本鋼管の購会社に雄する金藏的支

醗，暮露鋼管の新会縫に録する全面的支離，新籔

瞬会縫自体の講一牲から糧擁づけようとしている．

瞬会鮭に凝する支配の指標としては，株主構成，

復員・蔀課長の人事講成とともに，資金講達の依

存性（総資本に輯する露己資本の割合が極めて少な

く，勉人資本の中身は§本鋼管からの借入金等が

主たるもの／，経営活動の健属性（嚢本鋼管の一

方的受注数量や麺格決定に従属〉．労務管理上の

支醍（纏合への支蔑介入，実質的交渉権鰻の不存

在／，経営存続・廃箆の決定権等を挙げている。

新会縫への支醗も，役員権蔵，株主構減等から綴

甦付けっっ，さらに，霧総面会歓の婦一儀をそれ

ぞれの子会社（子会祇についても解散・設立がな

された〉の購一性，設立解撤の暗闘的密着姓・経

連牲，霞会縫による新会縫鍵業員の採溺基準の提

示等の事実から主張している、新灘弱会縫の舞一

儀を，被告の権違もあるが，仮縫分申請よ諺多面

的に展縄されてお鯵，特に霞本鋼管を痩点にした

影で論証しようとしているところに特籔が見いだ

される．しかし，被告の準備書薩｝縫辮9丹笈馨〉

は，新譲爾会縫との講の株主構成，役員構成，事

業翻鍔等の「最も基本的な要素において大きな差

異があるまから，これだけをもってしても，面癖

者にいかなる意駿においても疑心姓損ないことは

明らか嵯であると反論しているが，ここには韓本

鋼管との雛孫を絡ませたr海一種まの主張に爺す

る反論は，饗在のところ展醗されていない．

　第欝§5号事件では，東起造船の解雇は整理解雇

であるにも拘らず整理解雇法遷紅違反し無勤であ

ること，及び維合内部の特定のグル～プヘの差騨

的解雇（不当労働行為〉であることを主張し，韓

本鋼管に録しては東詫造船への全面的支醍を論証

した上で，解撤・解雇・新設の…連の鐵来事はす

べて，講本鋼管の決定に基づいて実行されたとし．

慰籍料を請求している、地方，被皆翻は新羅再会

縫の講一姓を否定し．解雇の適法牲を主張してい

る．本事件では，親会縫との労働契約縫係の確認

ではなく，不法行為に基づく損害賠綾請求の形で

窺会琶の法的責任を追求しようとするもので，事

実上の支醍者たるグループの元纏めの法的責錘追

一重5一



（23嚇 篠島大学地簸暴究　第i巻　第3号　／鱈畿茎

求が薄能か，淺暴される．

　麟台鐘裁に係曝している上記2鉾の訴訟ととも

に，宮城地労委に2婬の不当労働行為の救済串立

てが富城一般労経によってなされている・舞本鋼

管を被串立人とする毯交捲否事件（地労委灘秘§3

年（不〉第3号事緯1以下3号事件という〉と撒琶

帳本鋼管・東北造船・東詫ドック鉄工〉を被申

立人とする事件（地労委駆融63年（不）第6号事

終1以下6号事件という／である。

　3号事艀は．霧会縫である疑本鋼管に嬉して，

新組合・宮城一般労総が懇体交渉を卒し入れたと

ころ極否されたので，饗本鑛管の醗鉢交渉拒否を

不当労働行為として救済を求めたものであるが，

最大のポイントは舞本鋼管が労緯法7条の匿綾薦

者まであるか否かである。申立人は，「棄詫造船

は，外見上は独立した企業体としての体裁を整え

ているが，実質、kは被申立人の新造船事業の一部

門に遍ぎず，東麓造船の会縫解数，鍵業疑の解雇，

新鹿驚については破馨立人を構手方として交渉し

なければ解決できない開題であったから，被申立

人は東詫造船従業員の労組法上の綾絹者として申

立人緯合との醤体交渉に応じる義務を有する会社

であった。涯とする．しかし，被申立人は，紅葉載

造船は，独立の企業綴織の下に独尊の企業活動を

展開してきたものであ鯵，会縫は東北造船の鍵業

員に薄し，侮らの人事権（採罵・異動・解雇〉，

労務指揮権（業務命令など〉を行使しておらず，

また，賃金，慰労金，労働時鷺など労働条件の決

定に関与していない、鍵って，会縫は申立人組合

員の蓼人事・労働条簿等労働麗係上び）無益に嬉し雲

海の支醗をも及ぼしていないものというべきであ

るから，会萎暴ま申立人組合員のぎ綾罵考選といえ

ないことは網嚢である．まと反讒している。蒋に

　「欝％の設備醗減を達成するために東麓造船を解

散させたまという申立人の主張に鱒して反論し，

東北造船が新造船部罰の廃艦決定，及びその後の

会社解撤決定は綜主的半離鰍で行ったのであ鯵，

蔭本鋼管は全く縫与していないとし，設備鑓獲の

手続進行方について協力を求めてきたので，グル

ープ甦瑳！として共麟で行ったにすぎないとする．

ただ，東麓造船は，会桂解散についての「手解三

を求めてきたので，これを「了承まし，新会詮設

立の脇方要請に麟しも．ゼ了承達したとする。こ

轟は．飯遙分覇決で認定されている，東詫造船の

事業部霧撤退から会緩解激への取締役会での決議

変更の遅密に示されている羅本鋼管の意鑓，亜び

に盤台地裁の上記第欝§5事簿で濠告灘から縫示さ

れている塩釜毒長の講議会での答弁（糠本鋼管

の石原常務が来まして，いろいろと資本鋼管が競

会社として東詫造船が会縫解散をせざるをえなか

ったと》、う事精華こつセ、ての説鱗漆室あった覇ま　・ig8磐

年5月鴛欝琶準薦霧海〉との整合性に疑題をもつ。

ただ，醸本鋼管の団体交渉矩否が不当労鱗行為に

なるか否か，醜体交渉を命ずる救済命令の名宛人

にな滲うるか否かは，人事権や労務捲揮権の背縫・

労働条件の淡定という労働契約上の綾濡者姓が認

定されない場合であっても，r子会鮭の労働考の

懸緒と獲麟震的に関連して薄海縫孫が存蔑すると

認められる場合には轡不当労働行為鹸農、鉦の綾

薦者たる地位にあるというべきであろう。

　縫方，6号事終は，本簿解雇が資本鋼管の方舞

決定を受け，その子会縫である東訛造船において

通知されたものであり，疑解雇は東造趨向の特定

グループを欝除せんとする養鶏的意思に基づくも

ので，労纏法7条i項紅該嘉する不感労鐵行為であ

るとし，被申立人三熱（馨本鋼管・東北造船・東

訛ドック鉄工〉に，現職（現職繕当職〉復帰及び

解雇後の賃金等の支払鍾びに解雇等についての新

講ポスト・ノーティスを求めるものである．注§

されるのは，特定牲の求釈職こ関して申立人は，

　「本蓼麹こおいて，寧宣人は一連の不当労蟻行為が

被申立人ら三者が一体となって行われたものであ

ることを主張し，それ敏に，救済行為を為すべき

責イ壬は被撫立メ、ら三春にあると考える。愛実的・

具体的に，被申立人らのどの会社に罫現職韓当職葦

が存するかどうかは，右復帰時における被寧立人

各薮の業務内容等によって決せられることになる

が，このことと救済命令の名宛人毒監三者となるこ二．

とと垂ま｛弩ら矛盾するものではない。まと答弁し，

三者一鉢となった不当労働行為であったことは，

畦本鋼管の二縫：に難ずる完全な支醗および東詫ド

ック鉄工が東北造船と企業としての講一姓を有し
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ていることから裏付けている．ここでは，裁舞と

は異な吟，労働委員会の救済が行政上の救済であ

ることの意義が闘われてくるであろう．

　　麟　法解穣論的課題と立法論的課題

　慶に出された仮麺分決定，及び紬台地裁に係曝

している二つの訴訟と窯械地労委に救済申立され

ている二件の不熟労鱗行為事緯で，東靴造船罫解

散淫麗麗は，特に労働法的綴嚢から穣討を換えら

れ，かっ粧えられようとしている。これらは，瞬

一事鉾である潜，単なる繰瞬返しではなく，新た

な論点と事実関係に裏付けられながら進行してい

ると云える。

　従来の法建論は，子会縫労働者の労働縫係への

親会娃の使講者責任を，r綾絹者凝念3の拡大を

通じて遮求し，また，鶴装解散を，新難再会娃の

f実質的瞬一性」び）礫論で解決してきたが，減量

経営下の中で，本縫（鵜会社〉をス夢ムにしつつ，

子会社・下請への実質的支配縷を拡大・強化され

ている現靉靆において（グループ甦蓮もその一1殉，

新たな法礫論の展麗が求められているともいえよ

う．つま鯵，企業グループ内での労縁法的概題は，

主に隅一企業グループ内でのF鐵向」簡題のよう

な人事権蕎笈がク鷺一ズアップされてきたが，企

業解散・企業設立という難題が，企業グループ内

麩蓬としてなされるとき・あらためて企業グルー

プ内労鱗法理の検討を求めているといえよう．

　しかし，こうした法解釈論的櫨討には，解釈と

いう枠緩みの中での罎舞を否定できない。その点

で，立法論的縷説の必要性も壊している。たとえ

喜ま，　「営業譲葉獲と労働関係の移窄テまの舞蓄1題につい

ては．諸外麟でもその立法化が進んでいる。舞え

ば，狂Cでも，露77年2月懇馨の薪企業・事業辮・事

業翫部鍔の譲鍍の鰹の労働者の権穫線証に§§する

評議会指麟3で示され，各羅で具体化されている．

この揚餅の一部を欝72年にすでに実現していた嚢

ドイツでも，欝8§年に疑法6欝条段を邊擁修正し

た蹴．新設された購条4項はヂ事業霧又は事業醗

部分の譲渡を遷海として，瞬使濡者及び新癒持者

による労縁者の労働関係の解約告知は，無効であ

る．勉の事縷からの労簿関係の解約告知の権孝llは，

影響を受けない．達とした。労働者の意思に反し

ないかぎり．企業・事業藤・事業霧蕉門とともに

労働者は移行するのであ鞍，わが講の厳賂なr実

質的購一性蓬に該当しないものも含めようとして

いると解される。営業譲渡の当事者（新壌癖金穀1〉

は，労働者を解雇する墨金に，ヂ営業譲護」を饗

譲にしてはならないのであ穆，飽の正当な解雇遅

露を提示しなければならいということである．法

人設立・解散の「旨糠∫は，労働者に犠盤を転嫁

することによっては享受されえないという法意識

が根底を支醒していると考えられる．わが醗にお

いても，早急に立法的検討が必要であろう．

　さらに，本事終が，羅家・菅敬の不混濁策の一

環として生じている醸も重要である．不浅薄策立

法が，労簿者の罷懸保障をその鐸的の一つとする

ことが多いが，甕実に，魑甥的労働関係において

解雇翻鍛の機能を有しているものであろうか。本

陣をみる隆蓼，業罪ならびに纒霧企業の存続を優

先する余り，労働者（少なくとも一一一部の労働者〉

の労働関係継続を籔馨るお墨つきを与えている面

も窺われる。勿講，企業が倒産してしまえば，一

難の労働者の継続就労さえ不可能になってしまう

という灘識舜けはもってはいるが…　　。こうし

た鱗向は．不混婦策のため乏量雛1の「受け勧を襲

家が造ることによって，撮晦を舞って縫進させて

いるのと瞬質の鵜題を含んでいるであろう。

　不潔麟策立法の労働縫係にもたらす影響を精査

し，戦後不浅薄策立法の特質を究醸する必要も求

めているといえよう．

　以下においては，東北造船ダ解激往事緯を，地

域の綴藏から纏録するとともに，不浅対策立法・

雇濡保濠立法を含む地域鷹灘麟策をめぐる法的諸

聡題の縷討へと展翻したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未完）

2／　舜■藍二雅康rll本の造船■｝二業の概温と最逝の動

　晦ま（罫宇都宮大学教費学離紀蜘臨．2§〉，瞬r造

　船軍漫下の造船設繋処遇状淡について」（ξ宇擁

　憲大学教欝学部紀要」恥．32〉，瞬r特定離離製

　造業設備麩理に麗する一考察ま（ボ経済地蓬学年鞍」

　3董巻3号2歪｛3憂｛〉　等白
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（238〉 藩島大学地織醗窺第i巻　第3号臆99．玉

3〉　小松醗罫たど蓉ついた業雰」（f遊離，弊葺56号懲

　震4§総年§鍔〉等．

灘　購造不浸法の施鴛善こよる遍乗彗資；本，遍剰労働

　力整理算産業調整の実態を，讐定離離製造業を

　含む特定不撹業種（産業），鱒定不溌絶域を素材

　にして，縫会葬讐餐携（致策穀象鷲）に縷説する

　ものに，高瀬雅男r構造不渡法と産業講整｛燐

　（福島大学「管政歓会譲葉ま2巻董号33頁〉がある。

5〉　r答i串内容の意験するところ諜（ギ遭難雰葺56弩・

　9責・i｛争86年｛到舞〉。

6〉　永毒舞報夢造船業の集約化とその聡題点達（事経

　済達　i§88年5美辞i｝2蓼3震『〉。

7〉　綾権者（鞍解雇労麟者〉の欝欝した資繋によ

　れ，ぱ，解歎繭の鍵業員数は，東詑造船が3雅名，

　子金被の薪東詫造船サーどス」が38名，「藁詑邉

　船装嬉サーービス」が蔦名であったが，解散後，

　新会縫「東載ドック鉄工」がi盛名，羅時に藏号

　変更した「東蓉とドックサーどスまが2〔｝名，　ダ東北

　ドックエンジニア彗ング」が2§名とな鯵，さら

　に新設された子会縫ヂ東麓重機工事3（葉造縷の

　幹灘が数長になった〉が欝名となっている。

8〉整選解獲の4要聾はゼ①整理解雇を行なわな

　ければ企業の雄持，存続が鰻難となる程度の必

　要馨…があること，⑨解雇醗避のためにあらゆる

　手段を尽くしたものであること，③整饗解雇脅

　の選定基準が客観的，合磯釣であること，④整

　礫解雇の必要性，基準，時期等について緯含浸

　び労饒者に説鬱し協議を寒くすこと達である。

9〉外尾縫一『労儀錘体法垂2懲責、

鰺〉　雛稿罫営業譲鍍と解雇一齊ドイツにおける

　法理の展鵜一一一婆（福灘大学r行政歓会譲葉≦

　2巻i号圭嚢〉を参照されたい。
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